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在留資格取消制度における取消事例は、下記のとおりです。

注:本資料の全部又は一部の複写・複製・転載及び磁気また光記憶媒体への入力等を禁じます。 松澤公貴行政書士事務所

【簡単解説】
❏ 在留資格取消制度は、日本に在留する外国人が入管法第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の手続（同条第2

項）等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、当該外国人が現に有する在留資格を取消すことができる制度です。

根拠条文 内容 取消事例

第1号 ✪上陸拒否事由に該当し
ないものと偽り、上陸許
可を受けたこと

◉過去に退去強制を受けて出国し、上陸拒否期間中であったにもかかわらず、上陸拒否事由に該当しない旨偽って上
陸許可を受けた。

◉上陸申請時、覚醒剤等の薬物を所持していない旨申告し、上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた
が、その後、税関において覚醒剤等の薬物を所持していたことが判明した。

第2号 ✪第1号に掲げるもののの
ほか、偽りその他不正の
手段により、上陸許可
等を受けたこと

◉在留資格「日本人の配偶者等」を得るために、日本人との婚姻を偽装して、不実の婚姻事実が記載された戸籍全部
事項証明書等を提出した上、在留期間更新許可を受けた。

◉在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために、実際には稼働しない会社を勤務先とするなど、偽りの職務内
容をもって申請を行い、当該在留資格への変更許可を受けた。

◉在留資格「経営・管理」を得るために、会社としての実態があるように装い、虚偽のの所在地をもって申請を行い、当該
在留資格への変更許可を受けた。

第3号 ✪第1号及び第2号に掲げ
るもののほか、不実の記
載のある文書又は図画
の提出又は提示により、
上陸許可等を受けたこと

◉実際には稼働しない会社を勤務先として記載した申請書を提出し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在
留資格変更許可を受けた。

◉在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する夫について、実際には稼働していない会社を勤務先とするこ
とにより、当該夫の扶養を受けるとして妻（取消対象者）が在留資格「家族滞在」の在留期間更新許可を受けた。

◉自身の夫が身分事項を偽って不法入国した者であるところ、自身の永住許可に際し、在日親族として、夫の虚偽の身
分事項が記載された申請書を提出して当該許可を受けた。

旧第3号

2016年
改正入管
法施行前

✪第1号及び第2号に掲げ
るもののほか、偽りその他
不正の手段により、上陸
許可等を受けたこと

◉在留資格「永住者」をもって在留する者が、当該永住許可申請をした時点で、日本人配偶者との婚姻の実態がない
にもかかわらず同居をしている旨申請書に記載するなどして、永住許可を受けた。

◉在留資格「家族滞在」を得るために、扶養者である夫が虚偽の身分事項で入国したものであることを知りながら、当該
夫の虚偽の身分事項を申請書に記載して在留期間更新許可を受けた。

出典:出入国在留管理庁の広報資料（2019/8/20公表）より当事務所が作成
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❏ 2018年は、改正入管法の影響により、在留資格以外の活動をしている外国人を迅速に取締まれるようになったことや、調査に入国審査官だけでなく入国警備官も
加わり態勢が充実したことにより、大幅に増加しています。
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注:本資料の全部又は一部の複写・複製・転載及び磁気また光記憶媒体への入力等を禁じます。 松澤公貴行政書士事務所

根拠条文 内容 取消事例

第5号 ✪入管法別表第1の在留
資格をもって在留する者
が在留資格に応じた活
動を行っておらず、かつ、
他の活動を行い又は行
おうとして在留しているこ
と

◉留学生が学校を除籍された後に、アルバイトを行って在留していた。

◉技能実習生が実習実施先から失踪後に、他の会社で稼働して在留していた。

◉在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が、雇用先を退職後、当該在留資格に応じた活動以外
の就労活動を行っていた。

第6号 ✪入管法別表第1の在留
資格をもって在留する者
が在留資格に応じた活
動を3月（高度専門職
は6月）以上行わないで
在留していること

◉留学生が学校を除籍された後に、３か月以上本邦に在留していた。

◉在留資格「技能実習」をもって在留する者が、実習先から失踪した後、親戚宅に身を寄せ、当該在留資格に応じた活
動を行うことなく、３か月以上本邦に在留していた。

◉在留資格「家族滞在」をもって在留している妻（取消対象者）が、扶養者たる夫と離婚した後も引き続き、３か月以
上本邦に在留していた。

第7号 ✪ 「日本人の配偶者等」又
は「永住者の配偶者等」
の在留資格を有する者
が在留資格に応じた活
動を6月以上行わないで
在留していること

◉在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上本邦
に在留していた。

第9号 ✪届出住居地から退去し
た後、90日以内に新住
居地を届け出ないこと

◉在留資格「技能実習」をもって在留している者が、実習先から失踪し、届出住居地（実習先の寮）を退去してから
90日以内に新住居地を届け出なかった。

第10号 ✪虚偽の住居地を届け出
たこと

◉本国の妻を呼び寄せるに当たり、虚偽の住居地を届け出た。

出典:出入国在留管理庁の広報資料（2019/8/20公表）より当事務所が作成


